
【島原商工会議所・有明町商工会・島原警察署通信 平成２６年第 ３ 号】

平成２６年２月

平成２５年６月２７日 島原商工会議所と協定締結・平成２６年２月１９日 有明町商工会と協定締結

有明町商工会と島原警察署が
「犯罪の起きにくい社会づくりの協定」を締結

昨年６月２７日、島原商工会議所と島原警察署が「犯罪の起きにくい社会づくりに関す

る協定」を締結していましたが、これに引き続き本年２月１９日、有明町商工会と島原警

察署が協定を締結しました。協定の目的は協定第１条に

この協定は、有明町商工会及び島原警察署の相互理解による高い信頼と協力関係に基

づき、犯罪の抑止、交通事故防止、暴力団の排除などの活動を推進し、もって、安全

で安心して暮らせる犯罪の起きにくい島原市の実現を目指すことを目的とする。

と定めており、今後、島原市の安全・安心まちづくりのため一緒に活動することとしまし

た。協定の主な内容は下記のとおりです。

平成２５年６月２７日 島原商工会議所との協定締結 平成２６年２月１９日 有明町商工会と定締結

１ 現役世代の防犯ボランティアへの参加促進、支援等

２ 防犯、交通事故防止、暴力団排除等に資する情報の共有と防犯意識

の向上に向けた広報啓発活動の強化

３ 次の取組に関する会員企業への働きかけの推進

(1) 防犯に関する社会貢献活動の普及促進

(2) 各種犯罪認知時における警察等への通報

(3) 事件・事故の被害者及び傷病者等発見時の保護活動の実施

(4) 地域ぐるみによる各種防犯活動等への参加

(5) 防犯カメラの整備等、犯罪抑止に配慮した環境の整備

(6) 交通事故防止活動の推進

(7) 暴力団排除意識の高揚


